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審決 

 

不服２０１９－９５６１ 

 

 （省略） 

 請求人 華為技術有限公司 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 実広 信哉 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 木内 敬二 

 

 特願２０１７－５５２８５２「チャネル測定方法，基地局，およびＵＥ」拒

絶査定不服審判事件〔平成２８年１０月１３日国際公開，ＷＯ２０１６／１６

１７３６，平成３０年６月２１日国内公表，特表２０１８－５１６４８１〕に

ついて，次のとおり審決する。 

 

 結論 

 本件審判の請求は，成り立たない。 

 

 理由 

１．手続の経緯 

 

 本願は，２０１５年８月１４日（パリ条約による優先権主張 外国庁受理２

０１５年４月１０日，中国）を国際出願日とする出願であって，平成３０年１

１月８日付けで拒絶理由が通知され，平成３１年１月３１日付けで手続補正が

なされ，平成３１年３月２６日付けで拒絶査定がされ，令和元年７月１８日に

拒絶査定不服審判が請求されたものである。 

 

 

２．本願発明 

 

 本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成３１年

１月３１日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項によ

り特定される，以下のとおりのものと認める。 

 

「チャネル測定方法であって， 

 ユーザ機器(UE)によって，基準信号リソースマッピング図を取得し，前記基

準信号リソースマッピング図に従って基準信号を取得するステップと， 

 前記 UE によって，前記基準信号に従ってチャネル測定を実行してチャネル

状態情報を決定し，前記チャネル状態情報を基地局にフィードバックするステ
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ップと，を備え， 

 前記基準信号リソースマッピング図が，前記基準信号の時間-周波数リソー

スがマッピングされる位置であり，前記基準信号リソースマッピング図が，第

1 の基準信号リソースマッピング図または第 2 の基準信号リソースマッピング

図であり，K2 個の第 2 の基準信号リソースマッピング図の各々と K1 個の第 1

の基準信号リソースマッピング図のうちの少なくとも 1 つとの間に相関関係が

存在し，K2 が前記第 2 の基準信号リソースマッピング図の数であり，K1 が前

記第 1 の基準信号リソースマッピング図の数であり，K1 および K2 が 1 以上の

整数であり， 

 前記第 1 の基準信号リソースマッピング図が Y ポートの基準信号リソースマ

ッピング図であり，前記第 2 の基準信号リソースマッピング図が X ポートの基

準信号リソースマッピング図であり，Y が 8 以下で 2n を満たす整数であり，X

が 8 より大きい整数，または 8 より小さく 2n を満たさない整数であり，前記

K2 個の第 2 の基準信号リソースマッピング図のうちの少なくとも 2 つは重複す

るリソースを有する，チャネル測定方法。」 

 

 

３．原査定の拒絶の理由 

 

 平成３１年３月２６日付けの拒絶査定の概要は， 

 

 （進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又

は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線

を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属す

る技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた

ものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができ

ない。 

 

 請求項１に対して 

 国際公開第２０１５／０４５６９６号 

 

 というものである。 

 

 

４．引用例 

 

 原査定の拒絶の理由に引用された，本願の優先権主張の日前である２０１５

年４月２日に国際公開された国際公開第２０１５／０４５６９６号（以下，

「引用文献１」という。）には，次の事項が記載されている。 

 

「[0006] また，３ＧＰＰ標準のリリース１０では，アンテナポート数が８以

下の場合のチャネル状態情報（ＣＳＩ：Channel State Information）測定用
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の参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ：Reference Signal for CSI measurement）が規定

されている（3GPP TS 36.211 V10.7.0 (2013-02) Sec 6.10.5 及び 3GPP TS 

36.331 V10.0.0 (2013-06) Sec 6.3.2 参照）。図１に，アンテナポート数が８

以下の場合のＣＳＩ－ＲＳのマッピング例を示す。ＣＳＩ－ＲＳのオーバーヘ

ッドを低減するために，周波数領域では，１リソースブロック（ＲＢ：

Resource Block）内に１アンテナポート当たり１リソースエレメント（ＲＥ：

Resource Element）が割り当てられている。また，時間領域では，５，１０，

２０，４０又は８０ミリ秒の送信周期で送信される。ＣＳＩ－ＲＳの送信周期

は，ＲＲＣ（Radio Resource Control）シグナリングにより設定される。 

[0007] リソースブロック内のリソースエレメントへのＣＳＩ－ＲＳのマッピ

ングを移動局に通知するために，図２に示すテーブル（CSI-RS configuration）

が用いられる（3GPP TS 36.211 V10.7.0 (2013-02) Sec 6.10.5 の Table 

6.10.5.2-1 参照）。図２は，ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成を指定する際に用い

られるテーブルの例を示している。 

[0008] 例えば，アンテナポート数が２の場合，図１（Ａ）に示す２０種類の

ＣＳＩ－ＲＳのマッピングが存在する。２０種類のマッピングの中のどれが使

用されるかを移動局に通知するために，図２のテーブルにおける０～１９のい

ずれかのインデックス（CSI reference signal configuration）が用いられ

る。」 

 

「[0023] 本発明の実施例では，複数のアンテナポートを有する基地局（ｅＮ

Ｂ：evolved Node B），より具体的には，拡張されたアンテナポート数（８よ

り多いアンテナポート数）に対応可能なＣＳＩ－ＲＳの構成を実現するための

基地局について説明する。また，複数のアンテナポートを有する基地局と通信

する移動局（ＵＥ：User Equipment），より具体的には，拡張されたアンテナ

ポート数に対応可能なＣＳＩ－ＲＳを用いてチャネル品質測定を実現するため

の移動局についても説明する。 

[0024] なお，ＣＳＩ－ＲＳとは，ＣＱＩ（Channel Quality Indicator），

ＰＭＩ（Precoding Matrix Indicator），ＲＩ（Rank Indicator）のようなチ

ャネル状態情報（ＣＳＩ）を測定するために用いられる参照信号である。また，

アンテナポートとは，参照信号を送信するアンテナ素子のまとまりである。１

つのアンテナポートが１つのアンテナ素子に対応する場合もあり，また，１つ

のアンテナポートが複数のアンテナ素子に対応する場合もある。 

[0025] 拡張されたアンテナポート数に対応可能なＣＳＩ－ＲＳを設計する際

に，本発明の実施例では以下の設計思想を考慮する。 

[0026] （Ａ）様々なアンテナポート数に対応できること 

 例えば，１６，３２，６４等のようなアンテナポート数だけでなく，例えば，

１０，１２，１６，２４，３２，３６，４８，６４，９６，１２８等のアンテ

ナポート数にも対応できることが望ましい。」 

 

「[0030] 本発明の実施例では，このような点を考慮して，以下のいずれかの

手法により，拡張されたアンテナポート数に対応可能なＣＳＩ－ＲＳの構成を
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実現する。」 

 

「[0032] （２）３ＧＰＰ標準のリリース１０で規定されているＣＳＩ－ＲＳ

のマッピングを組み合わせる手法 

 例えば，アンテナポート数が１６の場合，３ＧＰＰ標準のリリース１０で規

定されているアンテナポート番号０～７のＣＳＩ－ＲＳのマッピング（図１

（Ｃ）参照）をリソースブロック内で２つ組み合わせることにより，拡張され

たアンテナポート数分のＣＳＩ－ＲＳのマッピングを生成する。アンテナポー

ト番号０～７のＣＳＩのマッピングと，アンテナポート番号８～１５のＣＳＩ

のマッピングとを示すために，図２のテーブルのインデックス（CSI 

reference signal configuration）が２つ用いられてもよい。基地局は，生成

されたマッピングを示す情報を移動局に通知する，また，基地局は，生成され

たマッピングに従って，ＣＳＩ－ＲＳをリソースブロック内のリソースエレメ

ントに多重する。」 

 

「[0034] それぞれの手法について，図面を参照して以下に詳細に説明する。 

[0035] （１）拡張されたアンテナポート数分のＣＳＩ－ＲＳのマッピングを

新たに規定する手法 

 図４に，本発明の実施例に係る無線通信システムの概略図を示す。無線通信

システムは，広範囲をカバーするマクロ基地局１０と，マクロ基地局１０のエ

リア内またはその周辺に位置し，２次元配置したアンテナ素子を有するＦＤ－

ＭＩＭＯ局２０と，移動局３０とを有する。ＦＤ－ＭＩＭＯ局２０は，８より

多いアンテナ素子を有するものとする。この８より多いアンテナ素子は，８よ

り多いアンテナポートに分類される。上記のように，１つのアンテナ素子が１

つのアンテナポートに対応してもよく，また，複数のアンテナ素子が１つのア

ンテナポートに対応してもよい。図４では，マクロ基地局１０とＦＤ－ＭＩＭ

Ｏ局２０とが別々に配置されているが，マクロ基地局１０が８より多いアンテ

ナ素子を有するＦＤ－ＭＩＭＯ局として構成されてもよい。また，ＦＤ－ＭＩ

ＭＯ局２０は，２次元配置したアンテナ素子を有するものとして記載されてい

るが，１次元配置又は３次元配置したアンテナ素子を有してもよい。 

[0036] ＦＤ－ＭＩＭＯ局２０は，拡張されたアンテナポート数分のＣＳＩ－

ＲＳのマッピングを生成し，ＣＳＩ－ＲＳのマッピング情報を移動局３０に送

信する（Ｓ１）。例えば，ＦＤ－ＭＩＭＯ局２０は，アンテナポート数と，Ｃ

ＳＩ－ＲＳのマッピングを示すインデックス（CSI reference signal 

configuration）とを移動局３０に送信してもよい。このマッピング例につい

ては，図５を参照して以下に説明する。また，ＦＤ－ＭＩＭＯ局２０は，生成

されたマッピングに従ってＣＳＩ－ＲＳをリソースブロック内のリソースエレ

メントに多重し，移動局３０に送信する（Ｓ２）。移動局３０は，ＣＳＩ－Ｒ

Ｓのマッピング情報に従って，ＣＳＩ－ＲＳを抽出することができる。移動局

３０は，ＣＳＩ－ＲＳを用いてチャネル品質を測定し，ＣＳＩを生成し，ＣＳ

ＩをＦＤ－ＭＩＭＯ局２０に送信する（Ｓ３）。」 
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「[0065] （２）３ＧＰＰ標準のリリース１０で規定されているＣＳＩ－ＲＳ

のマッピングを組み合わせる手法 

 この手法においても，無線通信システムは図４と同様に構成される。ただし，

拡張されたアンテナポート数分のＣＳＩ－ＲＳのマッピングは，図１に示す所

定数以下のアンテナポートについて規定されたＣＳＩ－ＲＳのマッピングを組

み合わせることにより生成する。 

[0066] 例えば，アンテナポート数が３２の場合，図１（Ｃ）に示す８アンテ

ナポートのマッピングを４つ組み合わせることにより，３２アンテナポート分

のＣＳＩ－ＲＳが確保できる。８アンテナポートの場合には，０～４のインデ

ックス（CSI reference signal configuration）で示される５種類のＣＳＩ－

ＲＳのマッピングが可能である。例えば，このうち０～３を用いることで，３

２アンテナポート分のＣＳＩ－ＲＳが確保できる。従って，ＦＤ－ＭＩＭＯ局

２０は，アンテナポート数を示す２ビットと，図２のテーブルにおける０，１，

２，３のインデックスを移動局３０に通知すればよい。なお，０，１，２，３

のインデックスは，個別に４つのインデックスとして通知されてもよく，（０，

３）という区間で通知されてもよい。 

[0067] 通知するインデックスと，アンテナポートとの関係は，明示的に移動

局３０に通知されてもよく，予め決められた規則に従うものとしてもよい。例

えば，図２のテーブルにおける０のインデックスがアンテナポート番号０～７

に割り当てられ，１のインデックスがアンテナポート番号８～１５に割り当て

られ，２のインデックスがアンテナポート番号１６～２３に割り当てられ，３

のインデックスがアンテナポート番号２４～３１に割り当てられるという情報

を移動局３０に通知してもよい。或いは，０，１，２，３というインデックス

の順に，アンテナポート番号０～７，８～１５，１６～２３，２４～３１に割

り当てるという規則を基地局２０及び移動局３０にて予め設定してもよい。 

[0068] 例えば，アンテナポート数が１０の場合，図１（Ａ）に示す２アンテ

ナポートのマッピングと，図１（Ｃ）に示す８アンテナポートのマッピングと

を組み合わせることにより，１０アンテナポート分のＣＳＩ－ＲＳが確保でき

る。２アンテナポートの場合には，０～１９のインデックスで示される２０種

類のＣＳＩ－ＲＳのマッピングが可能であり，８アンテナポートの場合には，

０～５のインデックスで示される５種類のＣＳＩ－ＲＳのマッピングが可能で

ある。例えば，このうち２アンテナポート用のインデックス０と，８アンテナ

ポート用のインデックス１とを組み合わせることで，１０アンテナポート分の

ＣＳＩ－ＲＳが確保できる。従って，基地局２０は，２のアンテナポート数を

示す２ビットと，図２のテーブルにおける０のインデックスと，８のアンテナ

ポート数を示す２ビットと，図２のテーブルにおける１のインデックスとを移

動局に通知すればよい。 

[0069] このように，図１に示す１，２，４，８アンテナポート用のＣＳＩ－

ＲＳのマッピングを組み合わせることにより，様々なアンテナポート数に対応

可能になる。 

[0070] なお，１，２，４，８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピング

の組み合わせは，ＣＳＩ計算の際のＣＳＩプロセス（CSI Process）と共に移
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動局に通知されてもよい。ＣＳＩプロセスとは，３ＧＰＰ標準のリリース１１

において規定された移動局によるＣＳＩフィードバックの詳細を示す情報であ

る。ＣＳＩプロセスは，図８に示すように，ＣＳＩ計算に用いる信号電力測定

用リソース（CSI-RS resource）と，干渉信号測定用リソース（CSI-IM（CSI-

interference management） resource）との組み合わせにより規定される。信

号電力送信用リソースとは，自セル内の信号電力を測定するためのリソース構

成を示すインデックスであり，干渉信号測定用リソースとは，自セル内の信号

が存在せず，他セル内の信号電力測定のためのリソース構成を示すインデック

スである。リリース１１では，ＣＳＩプロセス毎に１つの信号電力測定用リソ

ースと１つの干渉信号測定用リソースとを指定できる。ＣＳＩプロセス毎に複

数の信号電力測定用リソース（例えば，＃１，＃２）と複数の干渉信号測定用

リソース（例えば，＃１，＃２）とを指定することにより，拡張されたアンテ

ナポート数分のＣＳＩ－ＲＳのマッピングが移動局に通知されてもよい。 

[0071] 基地局２０及び移動局３０は，以下の点を除き，図６及び図７と同様

に構成される。 

[0072] ＣＳＩ－ＲＳのマッピング情報格納部２０３は，図１（Ａ）～（Ｃ）

に示すようなマッピング情報を格納する。 

[0073] ＣＳＩ－ＲＳのマッピング情報通知部２０５は，ＣＳＩ－ＲＳのマッ

ピングを示す情報を移動局に通知する。例えば，３２アンテナポートに対して

０～３のインデックスで示される４種類のＣＳＩ－ＲＳのマッピングを組み合

わせる場合，ＣＳＩ－ＲＳのマッピング情報通知部２０５は，３２のアンテナ

ポート数を示す情報と，０～３のインデックスとを通知してもよい。例えば，

１０アンテナポートに対して２アンテナポート用の０のインデックスで示され

るＣＳＩのマッピングと，８アンテナポート用の１のインデックスで示される

ＣＳＩのマッピングとを組み合わせる場合，ＣＳＩ－ＲＳのマッピング情報通

知部２０５は，２，８のアンテナポート数を示す情報と，０，１のインデック

スとを通知してもよい。また，マッピング情報は，ＣＳＩプロセスと共に通知

されてもよい。」 

 

【図１】 

 
 

【図２】 
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【図４】 

 
 

 [0006]及び図１によれば，「ＣＳＩ－ＲＳのマッピング」はＣＳＩ－ＲＳの

サブキャリアとシンボルの位置を特定している図である。 

 

 [0006]～[0008]及び図２によれば，アンテナポート数が１又は２の場合，イ

ンデックス０～１９の２０種類のマッピングを，アンテナポート数が４の場合，

インデックス０～９の１０種類のマッピングを，アンテナポート数が８の場合，
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インデックス０～４の５種類のマッピングを，それぞれ有している。 

 なお，[0068]の「０～５のインデックスで示される５種類のＣＳＩ－ＲＳの

マッピング」は「０～４のインデックスで示される５種類のＣＳＩ－ＲＳのマ

ッピング」の誤りであることは明らかである。 

 

 したがって，引用例１には， 

 

「８より多い拡張されたアンテナポート数に対応可能なＣＳＩ－ＲＳの構成を

実現するための基地局において， 

 ＣＳ Ｉ －ＲＳ と は，チ ャ ネル状 態 情報（ Ｃ ＳＩ： Channel State 

Information）を測定するために用いられる参照信号（Reference Signal）で

あり， 

 周波数領域では，１リソースブロック内に１アンテナポート当たり１リソー

スエレメントが割当てられ， 

 ＣＳＩ－ＲＳのマッピングはＣＳＩ－ＲＳのサブキャリアとシンボルの位置

を特定している図であり， 

 アンテナポート数が１又は２の場合，インデックス０～１９の２０種類のマ

ッピングを，アンテナポート数が４の場合，インデックス０～９の１０種類の

マッピングを，アンテナポート数が８の場合，インデックス０～４の５種類の

マッピングを，それぞれ有しており， 

 マクロ基地局１０が８より多いアンテナ素子を有するＦＤ－ＭＩＭＯ局とし

て構成され， 

 拡張されたアンテナポート数分のＣＳＩ－ＲＳのマッピングを生成し，ＣＳ

Ｉ－ＲＳのマッピング情報を移動局３０に送信し， 

 移動局３０は，ＣＳＩ－ＲＳのマッピング情報に従って，ＣＳＩ－ＲＳを抽

出し，ＣＳＩ－ＲＳを用いてチャネル品質を測定し，ＣＳＩを生成し，ＣＳＩ

をＦＤ－ＭＩＭＯ局に送信し， 

 ３ＧＰＰ標準のリリース１０で規定されているＣＳＩ－ＲＳのマッピングを

組み合わせる手法であって， 

 所定数以下のアンテナポートについて規定されたＣＳＩ－ＲＳのマッピング

を組み合わせることにより生成し， 

 アンテナポート数が３２の場合，８アンテナポートのマッピングを４つ組み

合わせることにより，３２アンテナポート分のＣＳＩ－ＲＳを確保し， 

 ８アンテナポートの場合には，０～４のインデックスで示される５種類のＣ

ＳＩ－ＲＳのマッピングが可能であるうち，例えば０～３を用いることで，３

２アンテナポート分のＣＳＩ－ＲＳを確保し， 

 ０のインデックスがアンテナポート番号０～７に割り当てられ，１のインデ

ックスがアンテナポート番号８～１５に割り当てられ，２のインデックスがア

ンテナポート番号１６～２３に割り当てられ，３のインデックスがアンテナポ

ート番号２４～３１に割り当てられるという情報を移動局３０に通知し， 

 アンテナポート数が１０の場合，２アンテナポートのマッピングと，８アン

テナポートのマッピングとを組み合わせることにより，１０アンテナポート分
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のＣＳＩ－ＲＳを確保し， 

 ２アンテナポートの場合には，０～１９のインデックスで示される２０種類

のＣＳＩ－ＲＳのマッピングが可能であり，８アンテナポートの場合には，０

～４のインデックスで示される５種類のＣＳＩ－ＲＳのマッピングが可能であ

るうち，例えば，２アンテナポート用のインデックス０と，８アンテナポート

用のインデックス１とを組み合わせることで，１０アンテナポート分のＣＳＩ

－ＲＳを確保し， 

 ２のアンテナポート数を示す２ビットと，０のインデックスと，８のアンテ

ナポート数を示す２ビットと，１のインデックスとを移動局に通知し， 

 １，２，４，８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングを組み合わせ

ることにより，様々なアンテナポート数に対応可能になる 

 手法。」 

 

が記載されている。（以下，「引用発明」という。） 

 

 

５．本願発明と引用発明の対比 

 

（１）引用発明の「移動局３０」は，本願発明の「ユーザ機器(UE)」に， 

 引用発明の「マクロ基地局１０」「ＦＤ－ＭＩＭＯ局」は，本願発明の「基

地局」に，それぞれ相当する。 

 

（２）本願明細書の【０５５５】に「チャネル状態情報測定のために使用され

る基準信号は CSI-RS(Channel State Information Reference Signal，チャネ

ル状態情報基準信号)と呼ばれる。」と記載されており，引用発明の「ＣＳＩ

－ＲＳ」は，チャネル状態情報（ＣＳＩ：Channel State Information）を測

定するために用いられる参照信号（Reference Signal）であるから，引用発明

の「ＣＳＩ－ＲＳ」は，本願発明の「基準信号」に含まれる。 

 また，引用発明の「ＣＳＩ－ＲＳのマッピング」はＣＳＩ－ＲＳのサブキャ

リアとシンボルの位置を特定している図であり，サブキャリアとシンボルはそ

れぞれ周波数リソースと時間リソースであるから，「時間－周波数リソース」

がマッピングされる位置を示している。 

 したがって，引用発明の「ＣＳＲ－ＲＳのマッピング」は，本願発明の「基

準信号リソースマッピング図」に含まれ，「基準信号の時間－周波数リソース

がマッピングされる位置」である。 

 

（３）引用発明は，拡張されたアンテナポート数分のＣＳＩ－ＲＳのマッピン

グを生成し，ＣＳＩ－ＲＳのマッピング情報を移動局３０に送信し，移動局３

０は，ＣＳＩ－ＲＳのマッピング情報に従って，ＣＳＩ－ＲＳを抽出し，ＣＳ

Ｉ－ＲＳを用いてチャネル品質を測定し，ＣＳＩを生成し，ＣＳＩをＦＤ－Ｍ

ＩＭＯ局２０に送信している。 

 つまり，「移動局３０」は，ＣＳＩ－ＲＳのマッピング情報を受信し，ＣＳ
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Ｉ－ＲＳのマッピング情報に従ってＣＳＩ－ＲＳを取得し，ＣＳＩ－ＲＳを用

いてチャネル品質を測定し，ＣＳＩを生成し，ＣＳＩを基地局２０にフィード

バックとして送信しているといえる。 

 そうすると，上記（１）（２）に記載したように，引用発明の「移動局３０」

は本願発明の「ユーザ機器（ＵＥ）」に相当し，引用発明の「ＣＳＩ－ＲＳ」

は本願発明の「基準信号」に含まれるから，引用発明は，ユーザ機器によって，

「基準信号リソースマッピング図を受信し，基準信号リソースマッピング図に

従って基準信号を取得」し，ユーザ機器によって，「基準信号を用いてチャネ

ル測定し，ＣＳＩを生成し，ＣＳＩを基地局にフィードバックする」といえる。 

 また，引用発明は，受信したＳＣＩ－ＲＳのマッピングに従ってチャネル測

定し，生成したＣＳＩを基地局にフィードバックしている「手法」であるから，

全体として「チャネル測定方法」であるといえる。 

 

（４）引用発明において， 

 アンテナポート数が１又は２の場合，インデックス０～１９の２０種類のＣ

ＳＩ－ＲＳのマッピングを， 

 アンテナポート数が４の場合，インデックス０～９の１０種類のＣＳＩ－Ｒ

Ｓのマッピングを， 

 アンテナポート数が８の場合，インデックス０～４の５種類のＣＳＩ－ＲＳ

のマッピングを， 

 それぞれ有しており，アンテナポート数を表す１，２，４，８は８以下の 2n

を満たす整数である。 

 つまり，アンテナポート数が「１又は２アンテナポート」「４アンテナポー

ト」「８アンテナポート」の場合，それぞれ「２０個（種類）」「１０個（種

類）」「５個（種類）」のＣＳＩ－ＲＳのマッピングを有しているといえる。 

 そうすると，引用発明の「５種類の８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマ

ッピング」「１０種類の４アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピング」

「２０種類の１又は２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピング」は，全

体で３５個の「ＣＳＩ－ＲＳのマッピング」であるから，本願発明の「K1 個の

第 1 の基準信号リソースマッピング図」であると同時に，アンテナポート数を

表す「８」「４」「１又は２」は「Y が８以下で 2n を満たす整数」に含まれる

から，「Y ポートの基準信号リソースマッピング図」でもある。 

 

 一方， 

 １０ポートのＣＳＩ－ＲＳにおいて「２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳの

マッピングのインデックス０と，８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピ

ングのインデックス１とを組み合わせ」の場合であれば，「２アンテナポート

用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス０」と「８アンテナポート用の

ＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス１」を用いて作成されているから，

「２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス０」及び

「８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス１」と相関

関係が存在し， 
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 ３２ポートのＣＳＩ－ＲＳにおいて「８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳの

マッピングのインデックス０～３」を用いる場合であれば，「８アンテナポー

ト用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス０」「８アンテナポート用の

ＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス１」「８アンテナポート用のＣＳＩ

－ＲＳのマッピングのインデックス２」「８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳ

のマッピングのインデックス３」を用いて作成されているから， 

「８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス０」「８ア

ンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス１」「８アンテナ

ポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス２」「８アンテナポート

用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス３」と相関関係が存在している。 

 つまり，３２ポートと１０ポートのＣＳＩ－ＲＳのマッピングの各々は， 

「２，８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングを組み合わせ」て作成

されているから，「１，２，４，８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピ

ングの少なくとも１つ」と相関関係が存在しており，アンテナポート数を表す

「１０」と「３２」はいずれも８より大きい整数である。 

 そうすると，引用発明の「１０，３２ポートのＣＳＩ－ＲＳのマッピング」

は，本願発明の「第２の基準信号リソースマッピング図」であると同時に，ア

ンテナポート数を表す「１０」，「３２」はいずれも８より大きい整数であり，

「X は 8 より大きい整数，または 8 より小さく 2nを満たさない整数」に含まれ

るから，「Ｘポートの基準信号リソースマッピング図」でもある。 

 したがって，「第２の基準信号リソースマッピング図と K1 個の第１の基準

信号リソースマッピング図の少なくとも１つとの間に相関関係が存在」してい

るといえる。 

 

 したがって， 

 

「チャネル測定方法であって， 

 ユーザ機器(UE)によって，基準信号リソースマッピング図を取得し，前記基

準信号リソースマッピング図に従って基準信号を取得するステップと， 

 前記 UE によって，前記基準信号に従ってチャネル測定を実行してチャネル

状態情報を決定し，前記チャネル状態情報を基地局にフィードバックするステ

ップと，を備え， 

 前記基準信号リソースマッピング図が，前記基準信号の時間-周波数リソー

スがマッピングされる位置であり，前記基準信号リソースマッピング図が，第

1 の基準信号リソースマッピング図または第 2 の基準信号リソースマッピング

図であり，第 2 の基準信号リソースマッピング図と K1 個の第 1 の基準信号リ

ソースマッピング図のうちの少なくとも 1 つとの間に相関関係が存在し，K1 が

前記第 1 の基準信号リソースマッピング図の数であり，K1 が１以上の整数であ

り， 

 前記第 1 の基準信号リソースマッピング図が Y ポートの基準信号リソースマ

ッピング図であり，前記第 2 の基準信号リソースマッピング図が X ポートの基

準信号リソースマッピング図であり，Y が 8 以下で 2n を満たす整数であり，X
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が 8 より大きい整数，または 8 より小さく 2nを満たさない整数である，チャネ

ル測定方法。」 

 

 で一致し， 

 

 本願発明は，第２の基準信号リソースマッピング図について， 

（Ａ）１以上の整数である K2 個に対し， 

（Ｂ）K2 個の第２の基準信号リソースマッピング図の各々と K1 個の基準信号

リソースマッピング図のうちの少なくとも１つとの間に相関関係が存在し，

（Ｃ）K2 個の第２の基準信号リソースマッピング図のうちの少なくとも２つは

重複するリソースを有する 

 のに対し，引用発明は，第２の基準信号リソースマッピング図について， 

 第２の基準信号リソースマッピング図は「１つ」が示され，K1 個の基準信号

リソースマッピング図のうちの少なくとも１つとの間に相関関係が存在するも

のの， 

（ａ）１以上の整数である K2 個に対し， 

（ｂ）「K2 個の第２の基準信号リソースマッピング図の各々」と K1 個の基準

信号リソースマッピング図のうちの少なくとも１つとの間に相関関係が存在す

る 

（ｃ）K2 個の第２の基準信号リソースマッピング図のうちの少なくとも２つは

重複するリソースを有する 

 かどうか記載が無い点。 

 

 で相違する。 

 

 

６．当審の判断 

 

 相違点について 

 

（ａ）引用発明において，３２アンテナポートの場合は，０～４の５種類の８

アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングから「４つ組み合わせる」ので

あり，「４つ組み合わせ」は，「０，１，２，３」のインデックス以外にも

「０，１，２，４」「０，１，３，４」「０，２，３，４」「１，２，３，４」

の全部で５通り（５個）の「４つ組み合わせ」が存在することは，平成３０年

１１月８日付けの拒絶理由通知における引用文献２の[0095]に， 

「As a method of selecting M 8-port CSI-RS transmission patterns from 

among five 8-port CSI-RS transmission patterns, 5CM may be used.」とも

記載されるように，数学の常識である。 

 

 ここで，２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス 

「０，５，１０，１１」と８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングの
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インデックス「０」， 

 ２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス「１，６，

１２，１３」と８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデック

ス「１」， 

 ２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス「２，７，

１４，１５」と８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデック

ス「２」， 

 ２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス「３，８，

１６，１７」と８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデック

ス「３」， 

 ２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス「４，９，

１８，１９」と８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデック

ス「４」は， 

 割り当てられているリソースエレメントが重複していることは，図１及び図

２に示されるそれぞれの時間－周波数リソースを参照すれば自明である。 

 

 引用発明は「周波数領域では，１リソースブロック内に１アンテナポート当

たり１リソースエレメントが割当てられ」る，すなわち，各アンテナポートに

対して別々のリソースエレメントを割当てるのであるから，１０アンテナポー

トの場合に，０～１９のインデックスで示される２０種類の２アンテナポート

用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのいずれか１つと，０～４のインデックスで示

される５種類の８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのいずれか１

つを組み合わせるにあたり，上記の重複する組み合わせを採用することはでき

ない。 

 つまり，引用発明において，１０アンテナポートの場合は，２０種類の２ア

ンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングの各々に対して４種類の８アンテ

ナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングが選択可能であるから，全部で８０通

り（８０個）の「２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングと８アンテ

ナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングの組み合わせ」が存在することが，数

学の常識である。 

 

 上記によれば，３２アンテナポートも１０アンテナポートも，複数個のＣＳ

Ｉ－ＲＳのマッピングが存在することは明らかであり，「１，２，４，８アン

テナポートのＣＳＩ－ＲＳのマッピング」を組み合わせて作成される，３２又

は１０以外のＭアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳのマッピングについても同様に，

複数個のＣＳＩ－ＲＳのマッピングが存在することは明らかである。 

 

 ここで，「１，２，４，８」が 2n であること，二進法として知られるように

2n の組み合わせにより全ての１以上の整数が表記可能であることは，いずれも

数学の常識であるから，引用発明において，「１，２，４，８アンテナポート

用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングを組み合わせることにより，様々なアンテナポ

ート数に対応可能」の記載の「様々なアンテナポート数」とは，３２や１０に
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限定されない「8 より大きい整数，または 8 より小さく 2nを満たさない整数」

である。 

 すなわち，8 より大きい整数，または 8 より小さく 2nを満たさない整数に対

して K2 個（K2＞１）個のＣＳＩ－ＲＳのマッピングが存在すると理解するこ

とも，当業者であれば容易に想到しうることである。 

 

 なお，第２の基準信号リソースマッピング図の X ポートの，「X が 8 より大

きい整数，または 8 より小さく 2nを満たさない整数」については，１０，３２，

すなわち「X が 8 より大きい整数」について引用発明に記載されているから相

違点ではないが，「8 より小さく 2n を満たさない整数」についても上記のとお

り容易に想到しうることである。 

 

（ｂ）そして，「１，２，４，８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピン

グ」を組み合わせることは，何れの組み合わせについても，組み合わせる対象

の「１又は２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピング」「４アンテナポ

ート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピング」「８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳの

マッピング」のいずれかを用いて作成されているから，（ａ）に記載した「１，

２，４，８アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳのマッピングを組み合わせて作成さ

れる様々なアンテナポート数のＣＳＩ－ＲＳのマッピング」は，「１，２，４，

８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピング」と相関関係が存在している

といえる。 

 そうすると，（ａ）に記載したように「様々なポート数用のＣＳＩ－ＲＳの

マッピング」は「K2 個の第２の基準信号リソースマッピング図」であり，５．

（４）に記載したように，「１，２，４，８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳ

のマッピング」は「K1 個の第１の基準信号リソースマッピング図」であるから，

「K2 個の第２の基準信号リソースマッピング図の各々」は，「K1 個の第１の

基準信号リソースマッピング図」と相関関係が存在しているといえる。 

 

（ｃ）また，「１，２，４，８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピング」

を組み合わせるにあたり， 

 例えば，３２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングの「インデック

ス０」が，（ａ）に記載した５通りの「４つ組み合わせ」のうち，「０，１，

２，３」「０，１，２，４」「０，１，３，４」「０，２，３，４」の４通り

の「４つ組み合わせ」で用いられ， 

 １０アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングの「２アンテナポート用

のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデックス０」が（ａ）に記載した８０通り

の組み合わせのうち，「２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのイ

ンデックス０と８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピングのインデック

ス１」「２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのインデックス０と８アンテナポ

ート用のＣＳＩ－ＲＳのインデックス２」「２アンテナポート用のＣＳＩ－Ｒ

Ｓのインデックス０と８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのインデックス３」

「２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのインデックス０と８アンテナポート用
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のＣＳＩ－ＲＳのインデックス４」との４通りの組み合わせで用いられるよう

に， 

 「第１の基準信号リソースマッピング図の特定のマッピング図」を「複数の

第２の基準信号リソースマッピング図」を作成する際に用いるのであるから，

「１０，３２アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマッピング」の少なくとも２

つは，同じインデックス，すなわち重複するリソースを有していることは明ら

かであり，その他の組み合わせについても，所定のインデックスが複数の組み

合わせに用いられるから，「K2 個の第２の基準信号リソースマッピング図のう

ちの少なくとも２つは重複するリソースを有している」といえる。 

 

 したがって，相違点は，引用発明と数学の常識に基づいて容易に想到しうる

ことである。 

 

 

７．請求人の主張 

 

 請求人は，平成３１年１月３１日の意見書および審判請求書において， 

 

「引用文献１の図２において、各々の８ポートのマッピング図は、複数の２ポ

ートによって得られ、より重要なことは、異なる８ポートのマッピング図のリ

ソースは全く重複しません。同様の原理は当然に保たれ得ます。」 

 

 と主張している。 

 

 確かに引用発明において，５個（種類）の「８アンテナポート用のＣＳＩ－

ＲＳのマッピング」は重複しないが，８アンテナポート用のＣＳＩ－ＲＳのマ

ッピングは，「第１の基準信号リソースマッピング図」である一方，本願発明

において，少なくとも２つが重複するリソースを有するのは「第２の基準信号

リソースマッピング図」であって「第１の基準信号リソースマッピング図」で

はない。 

 

 さらに，本願明細書の【０６７０】－【０６７２】及び図５に記載されるよ

うに，本願実施例においても，５個の８ポートの基準信号リソースマッピング

図は，重複していないのであるから，本願発明の実施例を参照しても引用発明

と差異はなく，請求人の主張は採用されない。 

 

 

８．むすび 

 

 以上のとおり，本願発明は，引用発明及び数学の常識に基づいて，当業者が

容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定

により特許を受けることができない。 



 16 / 16 

 

 よって，結論のとおり審決する。 

 

 

  令和２年４月６日 

 

審判長 特許庁審判官 佐藤 智康 

特許庁審判官 吉田 隆之 

特許庁審判官 中野 浩昌 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは，この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は，その日数を附加します。）以内に，特許庁長官を被告と

して，提起することができます。 

 

審判長 佐藤 智康 

 出訴期間として在外者に対し９０日を附加する。 

 

 

〔審決分類〕Ｐ１８．１２１－Ｚ（Ｈ０４Ｌ） 

 

 審判長 特許庁審判官 佐藤 智康 9059 

 特許庁審判官 中野 浩昌 9294 

 特許庁審判官 吉田 隆之 9077 


